
本人確認について 
 

個人番号（マイナンバー）を利用して申請や届出をされる際は、他人のなりすまし等を

防止するため、厳格な本人確認が法令上義務付けられています。 

Ａ 正しい番号であることの確認（番号確認） 

Ｂ 手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認（身元確認） 

本人確認では、ＡとＢを行うためそれぞれ以下のとおり書類の提示又は写しの送付が必

要になります。申請者以外の世帯員（例えば配偶者や子ども等）の個人番号については、

世帯員の個人番号であるかの本人確認を申請者が行ってください。そのため、本人確認に

必要な書類の提出は申請者（代理人）の分のみです。 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、取得した個人番号は、「小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務」でのみ利用

します。個人番号の提供がない場合は、必要な方の個人番号を住民基本台帳ネットワーク

により取得させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

１ 申請者本人が個人番号を提供する場合 

①申請者本人が窓口に持参する場合 

・・・必要な書類を職員に提示してください。 

②郵送又は申請者以外の方が申請者本人の使者※１として保健所に持参する場合 

・・・必要な書類の写しを申請書類とともに提出してください。（本人確認終了後、適

正に処分いたします。） 

※１ 申請者本人が記入した申請書類を申請者以外の方が単に持参する場合 

Ａ 番号確認 Ｂ 身元確認 

①個人番号カード（裏面で番号確認、表面で身元確認） 

②通知カード（記載事項に変更がない場

合に限る） 

又は 

③個人番号が記載された住民票の写し・

住民票記載事項証明書※２ 

②運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障

害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 

又は 

③写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真

付き資格証明書（氏名および生年月日または住所が記載されてい

るものに限る）等 

[①～③までが困難と認められる場合] 

○源泉徴収票、支払通知書、特定口座年

間取引報告書、自身の個人番号に相違な

い旨の申立書等 

 

[①～③までが困難と認められる場合] 

以下の書類を２つ以上の提示 

○公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特

別児童扶養手当証書 

○学生証（写真なし）、身分証明書（写真なし）、社員証（写真な

し）、資格証明書（写真なし）（生活保護受給者証、恩給等の証書

等）、国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明

書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し（謄本若しくは抄本も可）、

住民票の写し、住民票記録事項証明書、母子健康手帳（氏名およ

び生年月日または住所が記載されているものに限る）等 
 

※２ 個人番号の記載された住民票の写しを市町村から取得する場合は、市町村の担当窓口にそ

の旨をお伝え下さい。個人番号の提供が必要な方以外の個人番号は復元できない程度にマス

キングの上、提出してください。提供の必要のない個人番号が記載されていた場合は、保健

所においてマスキングし、申請書類として使用しますのであらかじめご了承ください。 

別紙 

（裏面につづく） 

 



 
２ 申請者の代理人が受給者等の個人番号を提供する場合 
 代理権の確認・代理人の身元確認・本人の番号確認が必要です。 
①代理人が窓口に持参する場合 

・・・必要な書類を職員に提示してください。 

②郵送する場合 

・・・必要な書類の写しを申請書類とともに提出してください。（本人確認終了後、適

正に処分いたします。） 
 
代理権の確認 代理人の身元確認 本人の番号確認 

①法定代理人の場合は

戸籍謄本その他その資

格を証明する書類 

②任意代理人の場合に

は「委任状」（個人番号

（マイナンバー）提供書

の裏面にご記入くださ

い。） 

①代理人の個人番号カード、運転免許

証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者

手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手

帳、在留カード、特別永住者証明書 

 又は 

②写真付き学生証、写真付き身分証明

書、写真付き社員証、写真付き資格証明

書（氏名および生年月日または住所が

記載されているものに限る）等 

①本人の個人番号カード又はそ

の写し 

 又は 

②本人の通知カード又はその写

し 

 又は 

③本人の個人番号が記載された

住民票の写し・住民票記載事項証

明書又はその写し 

[法定代理人の場合で、

上記①②が困難な場合] 

○本人ならびに代理人

の個人識別事項（氏名お

よび住所または生年月

日）の記載及び押印のあ

る提出書類、本人しか持

ち得ない書類の提出

（例：個人番号カード、

健康保険証）による確認 

[①②が困難な場合] 

以下の書類を２つ以上の提示 

○公的医療保険の被保険者証、年金手

帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手

当証書 

○学生証（写真なし）、身分証明書（写

真なし）、社員証（写真なし）、資格証明

書（写真なし）（生活保護受給者証、恩

給等の証書等）、国税、地方税、社会保

険料、公共料金の領収書、納税証明書、

印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し（謄

本若しくは抄本も可）、住民票の写し、

住民票記録事項証明書、母子健康手帳

（氏名および生年月日または住所が記

載されているものに限る）等 

[①～③が困難な場合] 

○源泉徴収票、支払通知書、特定

口座年間取引報告書、自身の個人

番号に相違ない旨の申立書等 

 

※本人確認のための書類がわからないなどお困りの場合には、各保健所へお
尋ねください。 
 
【お問い合わせ先】 

村山保健所 こども家庭支援課保健支援担当 

〒990-0031 山形市十日町１－６－６ 

０２３－６２７－１２０３ 

最上保健所 こども家庭支援課保健支援担当 

〒996-0002 新庄市金沢字大道上２０３４ 

０２３３－２９－１３６１ 

置賜保健所 こども家庭支援課保健支援担当 

〒992-0012 米沢市金池７－１－５０ 

０２３８－２２－３２０５ 

庄内保健所 こども家庭支援課保健支援担当 

〒997-1392 三川町大字横山字袖東１９－１ 

０２３５－６６－５６５７ 
 


